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国士舘大学は、「研究機関における公的研究費の管理・
監査のガイドライン」「研究活動における不正行為への
対応等に関するガイドライン」に基づき、 適正に管理・
運営する体制を定めています。

もし不正行為が認定されたら？ 
～科研費の場合～

研究者氏名、所属研究機関名、不正行為の内容等が日本
学術振興会のホームページに公表されるとともに、研究
費の返還、研究費の応募に対する制限措置を課されます。
これは研究者・所属研究機関双方の信用を著しく毀損す
ることにも繋がり、絶対に避けなければなりません。
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国士舘大学の研究活動における
管理・運営体制について

̶ 学内関連規程等 ̶
■国士舘大学研究者等行動規範
■国士舘大学における研究不正防止に関する基本方針
■研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程
■研究費の管理・運営に関する規程
■公的研究費使用ハンドブック〈研究費運用基準〉
■学校法人国士舘安全保障輸出管理規程　　　

̶ 当該資金の返還について ̶
不正行為が認められた研究課題については、必要に応じ、
当該研究費の全部又は一部の返還を求めることがあります。

̶ 不正事案の公表について ̶
研究費の不正使用等を行った研究者や、善管注意義務に違反し
た研究者のうち、応募資格が制限された研究者については、原
則、研究者氏名を含む当該不正の概要を日本学術振興会の
HPにおいて公表します。
また、文部科学省HPに特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）
が行われたと確認された事案について、その概要及び研究
・配分機関における対応などを一覧化して公開しています。

不正行為に関与した研究者や不正行為に関与していない
ものの、不正行為があった研究に係る論文等に責任を負
うと認定された研究者については、不正行為の程度等に
より、下表のとおり科研費への応募資格が制限されます。
また、併せて他府省を含む他の競争的研究費への応募に
ついても制限される場合があります。

不正行為を行った研究者に対する
措置について

10年

当該論文等の
責任を負う著者

上記以外の著者 ２～３年

２～３年

不
正
行
為
に
関
与
し
た
者

ア）研究当初から不正行為を行うことを　
　　意図していた場合など、特に悪質な者

イ）不正行為があった
　　研究に係る論文等
　　の著者

不正行為に関与していないものの、不正
行為のあった研究に係る論文等の責任を
負う著者

２～３年
当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が大きく、又は行
為の悪質性が高いと判断される
もの

１～２年
当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が小さく、又は行
為の悪質性が低いと判断される
もの

３～５年
当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が小さく、又は行
為の悪質性が低いと判断される
もの

５～７年
当該分野の研究の進展への影響
や社会的影響が大きく、又は行
為の悪質性が高いと判断される
もの

ウ）ア)及びイ)を除く不正行為に関与
　　した者

学術的・社会的影響度、
行為の悪質度と除外期間不正行為の関与に係る分類

【応募資格の制限】
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架空請求
（カラ給与）

̶ 不正の具体的内容 ̶
■当該教員は「当時大学院生であった元学生の論文投稿費を、
同人の指導教官として工面してやりたい気持ちがあった」と
供述、元学生も受け取った謝金について自身の論文投稿費等
に費消していた。（不正使用額：34万円）

̶ 不正手法 ̶
■当該教員において架空の勤務日時間を出勤簿に記載し、出
勤簿記載の内容通りに元学生が研究補助の業務を実施したよ
うに装った。

̶ 再発防止策 ̶
①コンプライアンス教育及び啓発活動による意識の醸成
②研究費使用手続き（ルール）の周知徹底
③内部監査の充実
④事務部門による雇用管理

̶ 処分 ̶
■当該教員を停職１カ月の懲戒処分とすることを決定した。ま
た、不正使用であると認定した研究費は、当該教員に返還を求
めた。ホームページに公表（氏名公表あり）

̶ 不正事案の概要 ̶
■剽窃の疑いがある旨指摘が寄せられ、指摘内容の事実関係を
確認の上、対応責任者である研究企画部担当理事が職権で告発
することを決定し、予備調査を経て調査委員会を設置した。本
調査の結果、論文１編において盗用（特定不正行為）が行われ
たと認定した。

̶ 調査結果 ̶
■調査対象論文１編について、引用元の先行研究と比較分析し
た結果、先行研究の内容を数多く流用していることは明らかで
あった。また、当該研究分野において間接引用の形式をとる場
合には、元の論文を適切にパラフレーズ（言い換え）する必要
があるが、当該調査対象論文では必ずしもそれが行われていな
いことが確認された。故意性があったとまでは認められないが、
不適切な間接引用の数は多く、修正する機会があったにも拘わ
らず、それを行わなかったという点で、調査対象者が基本的な
注意義務を「著しく怠った」ことによる盗用を認定した。

̶ 再発防止策 ̶
■今回の事例を受け、今後は、受講状況の管理が可能でかつ研
究不正の防止に関する内容が充実した e-learning を新たに取
り入れ、研究者の受講を義務付けるとともに、研究不正の防止
に焦点を当てた勉強会を開催するなど、教育・研修内容の充実
化を図る。

̶ 処分 ̶
■科研費助成事業について、盗用と直接的に因果関係が認めら
れる経費の支出はなかったため、返還を求めるものではないが、
盗用が認定された論文は科研費助成事業の成果として執筆され
た論文である。このため、資金配分機関である日本学術振興会
において、資格制限の措置を講じた。

̶ 当該資金の返還について ̶
不正使用が認められた研究課題については、当該研究費の全
部又は一部の返還を求めます。

不正使用・不正受給を行った研究者
に対する措置について

不正使用や不正受給を行った者及びそれに共謀した者
や善管注意義務に違反した者については、不正の程度
により、下表のとおり科研費への応募資格制限が課さ
れます。また、併せて他府省を含む他の競争的研究費
への応募についても制限される場合があります。

５年

私的流用の場合、10年

応募制限の対象者

不正受給を行った
研究者と共謀者

不正使用を行った
研究者と共謀者

善管注意義務違反を
行った研究者

善管注意義務を有する研究者の義務違反の程
度に応じ、上限２年、下限１年

③：社会への影響が小さく、
　　行為の悪質性も低い場合、１年

②：①及び③以外の場合、
　　２～４年

①：社会への影響が大きく、
　　行為の悪質性も高い場合、５年

私的流用
以外で

不正使用の程度と応募制限期間

̶ 不正事案の公表について ̶
研究費の不正使用等を行った研究者や、善管注意義務に違反し
た研究者のうち、応募資格が制限された研究者については、原
則、研究者氏名を含む当該不正の概要を日本学術振興会の
HPにおいて公表します。
また、文部科学省のHPに不正使用・不正受給事案、配分機
関の措置状況を掲載しています。

盗用

【応募資格の制限】

不正使用・
不正受給の具体例
（令和６年度認定）

不正使用・
不正受給の具体例
（令和６年度認定）

研究活動における
不正行為の具体例
（令和６年度認定）

研究活動における
不正行為の具体例
（令和６年度認定）

注）「研究機関における不正使用事案及び不正受給事案について」（文部科学省），「研究活動における不正事案について」（文部科学省）をもとに作成
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財務部長
（財務事務責任者）

不正防止委員会委員長・統括管理責任者
（学術研究担当副学長）

コンプライアンス推進責任者・
研究倫理教育責任者

（学部長、研究科長、附置研究所長）

研究費の運営・管理に関わる研究者等
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研究費の不正防止に関する運営・管理責任体系図


